
政
令
第
四
百
二
十
二
号

文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
文
化
財
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
九
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
法
第
百
二
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
処
分
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
八
十
条
の
二
」
を
「

第
百
二
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
認
可
の
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
法
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

通
知
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
認
可
の
別

二

当
該
認
可
に
係
る
区
域



三

当
該
認
可
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

四

当
該
認
可
に
係
る
行
為
の
内
容
並
び
に
そ
の
開
始
及
び
終
了
の
時
期

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
百
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
）

第
三
条

文
化
庁
長
官
が
法
第
百
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
協
議
は
、
同
項
に
規
定
す
る

勧
告
又
は
命
令
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
国
土
の
開
発
そ
の
他
の
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
の
円
滑
な
実
施
又
は
農
林
水
産

業
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
又
は
産
業
を
所

管
す
る
各
省
各
庁
の
長
と
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
（
法
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
（
法
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
七
条
の
三

第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
第
五
十
六
条
の
十
四
、
第
七
十
三
条
の
二
、
第
七
十
五
条
及
び
第
九
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
八
十
三
条
、
第
百
十
八
条

、
第
百
二
十
条
及
び
第
百
七
十
二
条
第
五
項
」
に
、
「
第
五
十
六
条
の
十
四
、
第
七
十
六
条
第
二
項
（
法
第
九
十
五
条
第
五



項
」
を
「
第
八
十
三
条
、
第
百
二
十
一
条
第
二
項
（
法
第
百
七
十
二
条
第
五
項
」
に
、
「
）
及
び
第
九
十
五
条
第
五
項
」
を

「
）
及
び
第
百
七
十
二
条
第
五
項
」
に
、
「
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
百
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
第
八
十
条
第
三
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
十
六
条
の
十
六
」
を
「
第

八
十
五
条
」
に
、
「
第
五
十
六
条
の
十
五
第
二
項
」
を
「
第
八
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
七
条

第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
九
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
七

条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
九
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三
条

第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
九
十
三

条
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
九
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
第
九
十

五
条
第
五
項
」
を
「
第
百
七
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
第
八
十
条
」
を
「
第
百
二
十
五
条
」
に

改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
七
十
二
条
第
一
項
（
法
第
七
十
五
条
及
び
第
九
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
百
十
五
条
第
一
項
（
法
第

百
二
十
条
及
び
第
百
七
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
八
十
二
条
（
法
第
九
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
百

三
十
条
（
法
第
百
七
十
二
条
第
五
項
」
に
、
「
第
八
十
三
条
」
を
「
第
百
三
十
一
条
」
に
、
「
第
八
十
条
第
一
項
」
を
「
第

百
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。



第
六
条
第
一
項
中
「
第
百
条
第
一
項
」
を
「
第
百
八
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
六
条
の
十
六
」
を
「
第
八
十
五
条

」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
七
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
中
「
第
百
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項

を
附
則
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
国
の
貸
付
金
の
償
還
期
間
等
）
」
を
付
す
る
。

附
則
第
八
項
中
「
第
百
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
三
項
と
す
る
。

附
則
第
九
項
を
附
則
第
四
項
と
し
、
附
則
第
十
項
を
附
則
第
五
項
と
す
る
。

附
則
第
十
一
項
中
「
第
百
二
十
二
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
六
項
と
す
る
。

附
則
第
十
二
項
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
九
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を

附
則
第
七
項
と
す
る
。

（
国
有
財
産
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
有
財
産
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
七
項
中
「
第
五
十
六
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百



九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
九
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

一

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
四
号

二

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号

三

飛
鳥
地
方
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
及
び
文
化
財
の
保
存
等
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
寄
附
金
つ
き
郵
便
葉
書
等

の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
事
業
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
三
十
三
号
）
本
則

（
鹿
児
島
県
大
島
郡
十
島
村
に
関
す
る
文
部
省
関
係
法
令
の
適
用
及
び
こ
れ
に
伴
う
経
過
措
置
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改

正
）

第
四
条

鹿
児
島
県
大
島
郡
十
島
村
に
関
す
る
文
部
省
関
係
法
令
の
適
用
及
び
こ
れ
に
伴
う
経
過
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭

和
二
十
七
年
政
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
項
中
「
第
百
十
五
条
第
四
項
及
び
第
百
十
六
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
三
条
第
四
項
及
び
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。



（
農
地
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

農
地
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
四
号
中
「
第
八
十
条
及
び
第
八
十
一
条
」
を
「
第
百
二
十
五
条
及
び
第
百
二
十
八
条
」
に
改
め
る
。

（
都
市
公
園
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
登
録
有
形
文
化
財
」
の
下
に
「
、
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
若
し
く
は
登
録
記
念
物
」
を
加

え
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
五
第
二
十
六
号
中
「
第
八
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
八
十
一
条
第
一
項
」
を
「

第
百
二
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
九
十
八
条
第
二
項

」
を
「
第
百
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
十
八
号
中
「
第
五
十
六
条
の
十
四
」
を
「
第
八
十
三
条
」
に
、
「
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条



第
一
項
、
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
一
項
、
第
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」

に
、
「
第
九
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
百
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
ニ

中
「
第
五
十
六
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「

(2)

第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十

条
第
一
項
」
に
、
「
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
ニ
中
「
第
五
十
七

条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
七
十
条
第
一

項
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
九
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
五
十
六
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
七
条
第
一

項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
七
十
条
第
一
項
」
を



「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
、
「
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

一

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
十
三
号
）
第
三
条
第
二
十
八
号

二

近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
九
号
）
第
七
条
第
二
十
八
号

三

都
市
緑
地
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
号
）
第
三
条
第
三
十
四
号

（
新
都
市
基
盤
整
備
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

新
都
市
基
盤
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
条
第
一

項
」
に
改
め
、
「
）
の
所
在
す
る
土
地
」
の
下
に
「
、
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
重
要
文
化

的
景
観
を
構
成
す
る
土
地
」
を
加
え
、
「
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
九
十
八
条

第
二
項
」
を
「
第
百
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
地
価
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

地
価
税
法
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
六
十
九
条
」
を
「
第
百
九
条
」
に
、
「
第
九
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
百
八
十
二
条
第
二



項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
八
十
三
条
の
四
第

一
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「

第
百
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
六

年
政
令
第
三
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
二
条

第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
十
号
中
「
第
八
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
八
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二

十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
八
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
九
十
八
条
第
二
項
」
を
「



第
百
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
景
観
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

景
観
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
号
中
「
第
八
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
六
条
の
十
三
第
一
項
」
を
「
第

八
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
九
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
第
九
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百

六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
公
害
等
調
整
委
員
会
事
務
局
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

公
害
等
調
整
委
員
会
事
務
局
組
織
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
五
号
中
「
第
八
十
五
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
文
部
科
学
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

文
部
科
学
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
条
第
一
号
中
「
記
念
物
」
の
下
に
「
及
び
文
化
的
景
観
」
を
加
え
る
。



（
文
化
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

文
化
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
文
化
財
分
科
会
の
項
中
「
第
八
十
四
条
」
を
「
第
百
五
十
三
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
百
十
六
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


